
 UBE カップ第 46回西部地区ジュニアサッカー大会 実施要項 

 

１ 趣 旨   スポーツ少年団活動及びクラブ活動を実施している少年たちにサッカー競技の交歓大会を通して、選手・指導者 

相互の親睦を深めるとともに、サッカーを通じて心身を鍛え、リスペクトの精神を養い、クリエイティブでたくましい人間 

の育成を目指し本大会を開催する。 

 

２ 名 称   UBE カップ 第 46回西部地区ジュニアサッカー大会 

 

３ 主 催   UBE株式会社、宇部サッカー協会、公益財団法人宇部市体育協会 

 

４ 共 催    宇部市スポーツ少年団本部 

 

5 主 管   宇部サッカー協会第４種 

 

6 後 援   宇部市教育委員会 宇部市体育協会 宇部日報社・FM きらら 

 

7 期 日   令和 5年 10月 1日（日） 

 

8 会 場   山口市：あじす元気ランド 

 

9 参加資格及び出場チーム 

(1) 令和 5年度山口県スポーツ少年団本部に登録されているチーム及び県内のクラブで日常活動におい 

てサッカー競技を実施している者。 

(2) 引率指導者は、「参加チーム」を掌握指導する責任ある指導者であること。 

(3) 「参加選手」は、健康であり、且つ保護者の同意を得ること。 

(4) 「参加チーム」は、必ず、傷害保険（スポーツ安全傷害保険）に加入していること。 

 

10 参加チーム編成 

(1) 参加チームは、単位団及びクラブチームとする。 

(2)  学年は問わない。但し、中学生を加えることはできない。 

(3) １チーム 16名以内とする。 

 

11 試合方法 

(1) 参加チームを５，６チームずつのグループに分け、変則リーグ戦(各チーム 2試合)を行い、上位２チー 

ムによる決勝戦を行う。 

(2) Ｂブロック 8 チームを 6 チームずつの 2 グループに分け、変則リーグ戦(各チーム 2試合)を行い、上位 

   ２チームによる決勝戦(B1/B2)を行う。 

(3) 試合時間は、30分(15-5-15)とする。 

 

12 競技場のフィールド 

(1) フィールドの表面はクレーコートとする。 

(2) フィールドの長さ（タッチライン）は、６８ｍ、幅（ゴールライン）は５０ｍとする。 

(3) ゴールポストの間隔は５ｍ、クロスバーのグランドからの高さは、２．１５ｍとする。 

              ・ペナルティエリア   １２ｍ 

              ・ペナルティーマーク   ８ｍ 

                       ・ペナルティアークの半径 ７ｍ 

                       ・ゴールエリア      ４ｍ 

              ・センターサークルの半径 ７ｍ 

 

13 試合球  各チーム持ち寄りの少年用４号球縫いボールを使用する。 

 

14 競技者の数及び交代 

(1) １チーム８人の競技者によって行われる。チームの競技者のうち１人はゴールキーパーとする。 

(2) 登録できる交代要員及び交代の最大人数は８名とし、交代して退いた競技者は交代要員となり、 

再び出場することができる。交代の回数は制限されない。 

(3) ゴールキーパーは、事前に主審に通知した上で、試合の停止中に入れ替わることができる。 

(4) 本大会においては、7人に満たない場合は試合を開始しない。 試合中に怪我等による人数不足によ 

り 6人に満たなくなった場合には、そのまま続行する。 

(5) 交代の手続 

            ・交代して退く競技者は、交代ゾーンからフィールドの外に出る。 

            ・交代要員は、交代ゾーンからフィールドに入り、競技者となる。 

            ・交代は、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行うことができる。 

注）ただし、交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上で、どこからフィールドを離れて 

   もよい。 ・交代について、主審の承認を得て交代ゾーンから入り競技者となる。 

 

15 競技者の用具 

(1) 競技者の用具については、（公財）日本サッカー協会「サッカー競技規則」及びユニフォーム規程に従 

うものとする。ただし、ユニフォーム規程第４条の規定にかかわらず、登録されていないユニフォームを着

用することができる。 

(2) ユニフォームは(シャツ・パンツ・ストッキング)、正副異色の２着を用意する。 

(3) 選手番号については、「参加選手」ごとに大会に登録されたものを使用する。 

(4) ユニフォームの広告表示については、（一社）山口県サッカー協会が別途定める規定に基づく          

ものでなければならず、令和 5年 9月 30日までに本協会に承認された場合にのみ認められる。 

(5) ユニフォームについては、次のとおりとする。 

         ①袖のあるジャージーまたはシャツ 

アンダーシャツを着用する場合、その袖の色はジャージーまたはシャツの色の限定はしない。 

               ②ショーツ 

アンダーショーツを着用する場合、その色はショーツの主たる色の限定はしない。 

③両チームは、お互いに、また主審や副審と区別できる色の服装を着用しなければならない。            

1 ページ



12 競技場のフィールド 

(1) フィールドの表面はクレーコートとする。 

(2) フィールドの長さ（タッチライン）は、６８ｍ、幅（ゴールライン）は５０ｍとする。 

(3) ゴールポストの間隔は５ｍ、クロスバーのグランドからの高さは、２．１５ｍとする。 

              ・ペナルティエリア   １２ｍ 

              ・ペナルティーマーク   ８ｍ 

                       ・ペナルティアークの半径 ７ｍ 

                       ・ゴールエリア      ４ｍ 

              ・センターサークルの半径 ７ｍ 

 

13 試合球  各チーム持ち寄りの少年用４号球縫いボールを使用する。 

 

14 競技者の数及び交代 

(1) １チーム８人の競技者によって行われる。チームの競技者のうち１人はゴールキーパーとする。 

(2) 登録できる交代要員及び交代の最大人数は８名とし、交代して退いた競技者は交代要員となり、 

再び出場することができる。交代の回数は制限されない。 

(3) ゴールキーパーは、事前に主審に通知した上で、試合の停止中に入れ替わることができる。 

(4) 本大会においては、7人に満たない場合は試合を開始しない。 試合中に怪我等による人数不足によ 

り 6人に満たなくなった場合には、そのまま続行する。 

(5) 交代の手続 

            ・交代して退く競技者は、交代ゾーンからフィールドの外に出る。 

            ・交代要員は、交代ゾーンからフィールドに入り、競技者となる。 

            ・交代は、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行うことができる。 

注）ただし、交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上で、どこからフィールドを離れて 

   もよい。 ・交代について、主審の承認を得て交代ゾーンから入り競技者となる。 

 

15 競技者の用具 

(1) 競技者の用具については、（公財）日本サッカー協会「サッカー競技規則」及びユニフォーム規程に従 

うものとする。ただし、ユニフォーム規程第４条の規定にかかわらず、登録されていないユニフォームを着

用することができる。 

(2) ユニフォームは(シャツ・パンツ・ストッキング)、正副異色の２着を用意する。 

(3) 選手番号については、「参加選手」ごとに大会に登録されたものを使用する。 

(4) ユニフォームの広告表示については、（一社）山口県サッカー協会が別途定める規定に基づく          

ものでなければならず、令和 5年 9月 30日までに本協会に承認された場合にのみ認められる。 

(5) ユニフォームについては、次のとおりとする。 

         ①袖のあるジャージーまたはシャツ 

アンダーシャツを着用する場合、その袖の色はジャージーまたはシャツの色の限定はしない。 

               ②ショーツ 

アンダーショーツを着用する場合、その色はショーツの主たる色の限定はしない。 

③両チームは、お互いに、また主審や副審と区別できる色の服装を着用しなければならない。            
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い。 

⑤背番号 

                 ・背番号は、服地と明確に区別しうる色彩（服地が縞柄の場合には台紙を付ける）であり、かつ 

判別が容易なサイズのものでなければならない。 

                 ・選手番号を付する場所及びサイズ 

                   シャツ背中  高さ２５㎝－３５㎝ 

               シャツ前面  右側、左側または中央に高さ１０㎝－１５㎝ 

ショーツに選手番号を表示する場合は、前面の右側または左側に高さ１０㎝－１５㎝                     

・番号は整数の１から９９を使用し、０は認めない。 

 

16 テクニカルエリア 

(1) テクニカルエリア（ベンチ）に入ることのできる人数は、交代要員８名、引率指導者３名とする。 

(2) その都度、ただ１人の引率指導者のみが戦略的指示を伝えることができる。 

 

17 審判員 

(1) 相互審判とし、各チーム帯同審判員１名以上【有資格者３級以上】を帯同する。(１人主審制) 

 

18 警告・退場 

(1) 競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から競技者を補充することが 

できる。主審は競技者が補充されようとしている間は、試合を停止する。 

(2) 本大会において退場を命じられた競技者は、本大会の次の１試合に出場できず、それ以降の処置 

については本大会本部で決定する。 

(3) 本大会の異なる試合において警告を２回受けた競技者は、本大会の次の１試合に出場できない。 

 

19 登録 

(1) 9月 13日(水)の第 5回代表委員会会議に出席、欠席連絡のあったチーム。 

 

20 代表者会議(抽選会) 

日 時     令和 5年 9月 13日(水) １８時３０分～ 

場 所     宇部市「ユーピーアールスタジアム 会議室」  

               (宇部市恩田町四丁目 1番 4号 ℡0836-31-1507) 

市内チームの代表者もしくは代表理事１名は必ず出席のこと。代表者会議にて抽選を行う。 

 

21 参加料 

(1) 大会運営費として、参加 1 チーム 5,000円を大会初日に本部に納入のこと。 

 

22 開・閉会式 

開・閉開式の服装は、各チームのユニフォームを着用し参加すること。大会最終日に参加のチームは必ず 

閉会式に出席すること。 
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23 表彰 

優勝・準優勝のチームを表彰する。 

24 集合と解散 

(1) 集 合  10月 1日(日)、 

記念写真   時  分 ～    時  分 

開会式    10時 0０分 ～   

試合開始   8時 3０分 ～  試合終了後解散 

 

25 その他 

(1) 選手、指導者の「感染拡大防止として手洗い・消毒」は各チームで準備し、実施をすること。 

(2) 競技中の傷害事故については、関係チームで処置すること。 

(3) 参加についての費用は、自費とする。 

(4) 問い合わせ先 

                     755-0026  宇部市松山町 5丁目 2-16 

                                         沖田 伊壽夫   090-1685-9571 
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